
JP 6231362 B2 2017.11.15

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザーが携帯する携帯情報端末と通信可能に構成されたプラント監視サーバーであっ
て、
　ユーザーの属性情報を含む定義情報を格納するユーザー定義情報データベースと、
　監視対象となる機器の定義情報を格納する機器定義情報データベースと、
　前記監視対象となる機器に対応付けられた監視情報を格納する監視情報データベースと
、
　前記携帯情報端末からユーザー識別情報を取得し、前記ユーザー定義情報データベース
を検索し、前記ユーザー識別情報に対応付けられたユーザー定義情報を取得するユーザー
定義情報取得部と、
　前記携帯情報端末から位置情報を取得し、前記機器定義情報データベースを検索して、
前記携帯情報端末と所定の位置関係にある前記機器を特定する機器特定部と、
　前記監視情報データベースを検索し、取得された前記ユーザー定義情報に基づいて、特
定された前記機器について提供すべき監視情報を抽出する情報抽出部と、
　抽出された前記監視情報に基づいて前記携帯情報端末において提供される音声に対応す
る音声情報を生成する音声情報生成部と、
　生成された前記音声情報を前記携帯情報端末に提供する送信部と、を備え、
　前記機器特定部は、前記位置情報に基づいて、前記携帯情報端末に対して所定の近傍領
域に存在すること、及び、前記携帯情報端末の向いている方向に存在すること、の両方の
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条件を満たす機器を特定する、
プラント監視サーバー。
【請求項２】
　前記音声情報生成部は、
　ユーザーに提供する音声の文章テンプレートを格納する文章テンプレートデータベース
を備え、
　前記文章テンプレートデータベースを検索し、抽出された前記監視情報に対応する文章
情報を生成する、
請求項１に記載のプラント監視サーバー。
【請求項３】
　前記ユーザー定義情報と抽出された前記監視情報とに基づいて前記文章情報の重要度を
決定する重要度決定部をさらに備え、
　前記音声情報に基づいて生成される音声は、決定された前記重要度に対応した態様で提
供される、
請求項２に記載のプラント監視サーバー。
【請求項４】
　前記携帯情報端末から送信される音声情報および／または画像情報を解析する情報解析
部と、
　解析された前記音声情報および／または画像情報に対応する監視情報に基づいて前記監
視情報データベースを更新する監視情報更新部をさらに備える、
請求項１～３のいずれか１項に記載のプラント監視サーバー。
【請求項５】
　請求項２に記載のプラント監視サーバーと通信可能に構成された携帯情報端末であって
、
　前記文章情報に基づいて当該文章情報に対応する音声を発音させるための音声情報を生
成する音声合成部を備える、
携帯情報端末。
【請求項６】
　ユーザーが携帯する携帯情報端末とプラント監視サーバーとの間で実行されるプラント
監視方法であって、
　前記プラント監視サーバーは、
　ユーザーの属性情報を含む定義情報を格納するユーザー定義情報データベースと、
　監視対象となる機器の定義情報を格納する機器定義情報データベースと、
　前記監視対象となる機器に対応付けられた監視情報を格納する監視情報データベースと
、
を備え、
　前記携帯情報端末からユーザー識別情報を取得し、前記ユーザー定義情報データベース
を検索し、前記ユーザー識別情報に対応付けられたユーザー定義情報を取得するステップ
と、
　前記携帯情報端末から位置情報を取得し、前記機器定義情報データベースを検索して、
前記携帯情報端末と所定の位置関係にある前記機器を特定するステップと、
　前記監視情報データベースを検索し、取得された前記ユーザー定義情報に基づいて、特
定された前記機器について提供すべき監視情報を抽出するステップと、
　抽出された前記監視情報に基づいて前記携帯情報端末において提供される音声に対応す
る音声情報を生成するステップと、
　生成された前記音声情報を前記携帯情報端末に提供するステップと、を備え、
　前記機器を特定するステップは、前記位置情報に基づいて、前記携帯情報端末に対して
所定の近傍領域に存在すること、及び、前記携帯情報端末の向いている方向に存在するこ
と、の両方の条件を満たす機器を特定する、
プラント監視方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラント監視サーバーおよびプラント監視方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プラントには多数の測定機器や制御機器が設置される。プラントの適正な運用を推進す
るため、定期的にまたは任意のタイミングでこれらの機器の動作状態を検査する必要があ
る。正確な動作状態の判断および故障と判断した場合の的確な補修方法の決定、妥当な寿
命の予測や部品交換時期の決定のために、多数の機器の動作状態を適正なタイミングでか
つ正確に把握することは重要である。従来、監視を担当する作業者による効率的かつ正確
な監視業務を支援するシステムが幾つか開発されていた。
【０００３】
　特開２０００－２２２０２７号公報には、プラント制御システムの制御端末に表示され
る重要な情報の見落としを防止するため、操作者の視線を検出し、操作者の注意が表示装
置に向いていないときに、重要度の高い情報について確認を促す注意喚起を音声にて提供
する情報提示方法が記載されている（特許文献１、段落０００５～０００８）。
【０００４】
　特開２００３－２９５９７５号公報には、ヘッドセットとコンピューター本体を備える
ハンドフリーコンピューター（以下「ウェアラブルコンピューター」（Ｗａｒｅａｂｌｅ
　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）という。）を用いて、機器の点検や整備の作業時に、手を使わず機
器に関する各種の情報を得られるようにしたフィールドワーク支援システムが開示されて
いる（特許文献２、段落０００４～０００８）。特許文献２には、作業者がウェアラブル
コンピューターを装着し（図４）、音声認識によりメニュー項目から選択動作をハンズフ
リーで行うことが記載されている（図１４、段落００９４）。
【０００５】
　特開２０１３－１０１２４８号公報には、拡張現実（ＡＲ：Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅ
ａｌｉｔｙ）技術を用いた音声制御方法として、ＡＲサーバーに位置情報とタグ情報とを
対応付けて記憶しておき、携帯端末から現在位置を示す位置情報を受信すると、携帯端末
の周囲の位置を示す位置情報およびタグ情報を端末装置に送信するように構成した音声制
御システムが開示されている（特許文献３、段落００１９）。特許文献３には、人間が複
数の音声を聞き分けられることから、複数のタグ情報を端末装置に出力し、ユーザーに所
望のタグ情報を同時に提供可能にすることが記載されている（段落００２７～００２９）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－２２２０２７号公報
【特許文献２】特開２００３－２９５９７５号公報
【特許文献３】特開２０１３－１０１２４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、プラントの監視点検作業では、異なる職責や立場の作業者が様々な観点
で多数の機器に対する監視作業をするものであり、画一化された単一の監視手順が設定さ
れていることは希である。言い換えれば、監視点検作業に携わる作業者はそれぞれの立場
で必要な監視項目について点検することが必要とされているのである。
【０００８】
　この点、上記特許文献１～３に記載されたような従来技術では、作業者たるユーザーが
どのような職責や立場であるか、どのようなことに関心があるかとは無関係に、同じ音声
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情報が提供されるように構成されていた。このため、個々のユーザーにとって必要な情報
のほかに多くの不必要な情報もともに提供され、必要な情報を効率的に得ることができな
いばかりか、不必要な情報に必要な情報が埋もれて、迅速かつ適正な対処が取れなくなる
可能性があった。この弊害は、監視対象となる機器が多くなればなるほど甚だしいものと
なっていた。
【０００９】
　そこで本発明は、上記問題点に鑑み、ユーザーに応じた適切な情報を提供し、効率的か
つ確実な監視業務を可能とするプラント監視サーバーおよびプラント監視方法を提供する
ことを課題との１つとする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　（１）上記課題を解決するために、実施形態に係るプラント監視サーバーは、ユーザー
が携帯する携帯情報端末と通信可能に構成されたプラント監視サーバーであって、ユーザ
ーの属性情報を含む定義情報を格納するユーザー定義情報データベースと、監視対象とな
る機器の定義情報を格納する機器定義情報データベースと、前記監視対象となる機器に対
応付けられた監視情報を格納する監視情報データベースと、前記携帯情報端末からユーザ
ー識別情報を取得し、前記ユーザー定義情報データベースを検索し、前記ユーザー識別情
報に対応付けられたユーザー定義情報を取得するユーザー定義情報取得部と、前記携帯情
報端末から位置情報を取得し、前記機器定義情報データベースを検索して、前記携帯情報
端末と所定の位置関係にある前記機器を特定する機器特定部と、前記監視情報データベー
スを検索し、取得された前記ユーザー定義情報に基づいて、特定された前記機器について
提供すべき監視情報を抽出する情報抽出部と、抽出された前記監視情報に基づいて前記携
帯情報端末において提供される音声に対応する音声情報を生成する音声情報生成部と、生
成された前記音声情報を前記携帯情報端末に提供する送信部と、を備え、前記機器特定部
は、前記位置情報に基づいて、前記携帯情報端末に対して所定の近傍領域に存在すること
、及び、前記携帯情報端末の向いている方向に存在すること、の両方の条件を満たす機器
を特定する、ことを特徴とする。
【００１１】
　また実施形態に係るプラント監視方法は、ユーザーが携帯する携帯情報端末とプラント
監視サーバーとの間で実行されるプラント監視方法であって、前記プラント監視サーバー
は、ユーザーの属性情報を含む定義情報を格納するユーザー定義情報データベースと、監
視対象となる機器の定義情報を格納する機器定義情報データベースと、前記監視対象とな
る機器に対応付けられた監視情報を格納する監視情報データベースと、を備え、前記携帯
情報端末からユーザー識別情報を取得し、前記ユーザー定義情報データベースを検索し、
前記ユーザー識別情報に対応付けられたユーザー定義情報を取得するステップと、前記携
帯情報端末から位置情報を取得し、前記機器定義情報データベースを検索して、前記携帯
情報端末と所定の位置関係にある前記機器を特定するステップと、前記監視情報データベ
ースを検索し、取得された前記ユーザー定義情報に基づいて、特定された前記機器につい
て提供すべき監視情報を抽出するステップと、抽出された前記監視情報に基づいて前記携
帯情報端末において提供される音声に対応する音声情報を生成するステップと、生成され
た前記音声情報を前記携帯情報端末に提供するステップと、を備え、前記機器を特定する
ステップは、前記位置情報に基づいて、前記携帯情報端末に対して所定の近傍領域に存在
すること、及び、前記携帯情報端末の向いている方向に存在すること、の両方の条件を満
たす機器を特定する、ことを特徴とする。
【００１２】
　上記第１の発明において以下の（２）～（４）の構成を備えていてもよい。
　（２）上記（１）において、ユーザーに提供する音声の文章テンプレートを格納する文
章テンプレートデータベースを備え、前記文章テンプレートデータベースを検索し、抽出
された前記監視情報に対応する文章情報を生成すること。
【００１３】
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　（３）上記（１）または（２）において、前記ユーザー定義情報と抽出された前記監視
情報とに基づいて前記文章情報の重要度を決定する重要度決定部をさらに備え、前記音声
情報に基づいて生成される音声は、決定された前記重要度に対応した態様で提供されるこ
と。
【００１４】
　（４）上記（１）～（３）のいずれかにおいて、前記携帯情報端末から送信される音声
情報および／または画像情報を解析し、解析された前記音声情報および／または画像情報
に対応する監視情報に基づいて前記監視情報データベースを更新すること。
【００１９】
　実施形態に係る携帯情報端末として、以下の構成を備えていてもよい。
　（５）上記（２）に記載のプラント監視サーバーと通信可能に構成された携帯情報端末
であって、前記文章情報に基づいて当該文章情報に対応する音声を発音させるための音声
情報を生成する音声合成部を備えること。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、携帯情報端末を操作するユーザーの定義情報に基づいて抽出された監
視対象機器の監視情報が音声で提供されるので、ユーザーの監視作業を阻害することなく
、ユーザーの職責や立場に応じた適切な情報を提供し、効率的かつ確実な監視業務を可能
とすることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】実施形態１に係るプラント監視システムの概要を説明するシステム図。
【図２】実施形態１に係るプラント監視サーバーのブロック図。
【図３】実施形態１に係る携帯情報端末のブロック図。
【図４】実施形態に係るユーザー定義情報データベースの構成例。
【図５】実施形態に係る機器定義情報データベースの構成例。
【図６】実施形態に係る監視情報データベースの構成例。
【図７】実施形態に係る文章テンプレートデータベースの構成例。
【図８】実施形態に係る重要度定義データベースの構成例。
【図９】実施形態に係る音声態様定義情報データベースの構成例。
【図１０】実施形態１に係る動作を説明するフローチャート。
【図１１】実施形態２に係るプラント監視システムの概要を説明するシステム図。
【図１２】実施形態２に係るプラント監視サーバーのブロック図。
【図１３】実施形態２に係る携帯情報端末のブロック図。
【図１４】実施形態２に係る動作を説明するフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。なお、以下の実施形態は、本発明
を説明するための例示であり、本発明はその要旨を逸脱しない限り、さまざまな変形が可
能である。例えば、以下の実施形態における「…部」や「…機器」は、総てをハードウェ
アで構成しても、総てをコンピューターに所定のソフトウェアプログラムを実行させるこ
とにより機能的に実現してもよい。また一部をハードウェアで構成し、残りをソフトウェ
アプログラムの実行により機能的に実現するように構成してもよい。また、「データベー
ス」の区分けは例示であり、複数のデータベースを１つにまとめたり、１つのデータベー
スを複数のデータベースに分割したり、データベースにおけるレコードやフィールドの構
成を適宜編成したりして、実施形態以外の編成でデータベースを構成してもよい。またさ
らに、必要に応じて示す上下左右等の位置関係は、特に断らない限り、図示の表示に基づ
くものとする。さらにまた、図面における各種の寸法比率は、その図示の比率に限定され
るものではない。
【００２４】
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　（０．定義）
　本明細書では、以下のように用語を定義する。
　「監視」：動作状態を把握すること、異常の有無を検出すること、測定情報を参照する
ことを含む。
　「監視情報」：機器が測定機器である場合にはその測定値および動作状態を含む情報を
いい、機器が制御機器である場合にはその動作状態を含む情報をいう。
　「プラント」：監視すべき機器が配置された工場等の空間をいい、屋内であるか屋外で
あるかを問わない。
【００２５】
　（１．実施形態１）
　本発明の実施形態１は、プラント監視サーバー側で音声情報を生成し、携帯情報端末側
で当該音声情報に基づく音声を提供する態様に関する。
【００２６】
　（１－１．プラント監視システム）
　図１に、実施形態１に係るプラント監視システムの概要を説明するシステム図を示す。
図１に示すように、本実施形態１に係るプラント監視システム１０００は、プラント監視
サーバー１００、各種の監視対象となる機器２００－１、２、３、…、Ｎ（以下、機器を
特定する必要がない場合には単に「機器２００」と呼ぶ。）、携帯情報端末３００、およ
びコントローラー５００を備えている。
【００２７】
　各機器２００とコントローラー５００とは、フィールド機器通信バス４０１で相互に接
続されている。フィールド機器通信バス４０１は、機器２００に対する制御信号や機器２
００からの検出信号を送受信可能な通信バスであり、例えばＸｂｕｓ規格に準拠している
。
【００２８】
　機器２００は、プラントに設置されるフィールド機器であって、測定機器と制御機器と
に大別される。「測定機器」は、プラント内の所定の物理量（流量、温度、圧力等）を測
定するフィールド機器であって、例えば、流量センサ、温度センサ、圧力センサ等が該当
する。「制御機器」は、プラント内で所定の制御（流量制御、温度制御、圧力制御、回転
数制御等）をするフィールド機器であって、例えば、バルブ、ヒーター、ポンプ、ファン
等が該当する。ただし、「機器」は、ユーザーが利用可能な情報を出力可能な装置であれ
ば、上記測定機器および制御機器に限定されない。
【００２９】
　各機器２００は、フィールド機器通信バス４０１を介してコントローラー５００と通信
可能に接続されており、各機器２００の動作状態や異常の有無、機器２００が測定機器で
ある場合の測定情報を含む監視情報を送信可能に構成されている。なお、機器２００は、
図示しないシリアルインターフェース回路を介して、フィールド機器通信バス４０１と接
続されている。機器２００とシリアルインターフェース回路とは、アナログ信号またはＨ
ＡＲＴ規格等のフィールド機器通信信号を伝送する通信線で接続されている。
【００３０】
　コントローラー５００は、各機器２００を統括制御する制御部である。コントローラー
５００は、測定機器である機器２００から取得した測定情報（流量、温度、圧力等）を取
得し、プラント監視サーバー１００に送信可能に構成されている。またコントローラー５
００は、測定情報に基づいて、制御機器である機器２００に対して、制御情報（流量、温
度、圧力、回転数等）を送信するように構成されている。さらにコントローラー５００は
、測定機器である機器２００から取得した測定情報に基づいて当該機器２００の動作状態
が適正範囲を外れている場合や、制御機器を含む機器２００から異常を示す信号が送信さ
れた場合には、その旨を示すステータス情報をプラント監視サーバー１００に送信可能に
構成されている。
【００３１】
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　プラント監視サーバー１００、携帯情報端末３００、およびコントローラー５００は、
上位ネットワーク４００で相互に接続されている。上位ネットワーク４００は、有線及び
／又は無線によって通信可能なコンピューターネットワークであり、例えば、イーサネッ
ト（登録商標）規格に準拠したＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）やイン
ターネット等のＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）である。なお、プラント
監視サーバー１００と携帯情報端末３００との通信プロトコルとしては、ＩｒＤＡ（Ｉｎ
ｆｒａｒｅｄ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）等の赤外線短距離通信規格、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の近距離無線通信規格、 ＨＩＤ（Ｈｕｍａｎ　Ｉｎｔｅｒ
ｆａｃｅ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐｒｏｆｉｌｅ）等のコンピューターの周辺機器接続規格、 
ＰＡＮ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｐｒｏｆｉｌｅ）等の機器間 
無線ネットワーク規格、ＨＳＰ（Ｈｅａｄｓｅｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ）等の ヘッドセット
（イヤホンマイク）接続規格、第３世代通信規格（Ｗ－ＣＤＭＡ等）や第３．９世代／第
４世代通信規格（ＬＴＥ等）といった携帯電話用の移動体通信規格、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏ
ｎａｌ　Ｈａｎｄｙ－ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）等の小型移動体通信規格を適用しても
よい。
【００３２】
　携帯情報端末３００は、作業者であるユーザーが携帯可能なコンピューター装置であり
、後述するように、少なくとも通信機能、位置検出機能、音声発生機能を有する。本実施
形態では、携帯情報端末３００は、ユーザーが装着するウェアラブルコンピューターであ
るものとする。携帯情報端末３００は、ユーザーの入力により記憶したユーザー識別情報
、および、位置検出機能を利用して検出した位置情報をプラント監視サーバー１００に送
信可能に構成されている。またオプショナルで、ユーザーの音声に対応して生成した音声
情報および／または撮影機能を利用して生成した画像情報をプラント監視サーバー１００
に送信可能に構成されている。携帯情報端末３００の詳細については、図３において後述
する。
【００３３】
　（１－２．プラント監視サーバー１００）
　プラント監視サーバー１００は、上位ネットワーク４００を介して、携帯情報端末３０
０からユーザー識別情報、位置情報、選択的に、音声情報および画像情報等を受信し、後
述する処理によって抽出した情報を携帯情報端末３００に送信可能に構成されている。プ
ラント監視サーバー１００は、典型的にはプラントに一台設置されているが、複数のコン
ピューター装置が分散処理を実行することにより、総合的に実現されるように構成しても
よい。またプラント監視サーバー１００は、クラウドコンピューティングにより提供され
るものであってもよい。またプラント監視サーバー１００は、コントローラー５００を介
して、各機器２００の動作状態や異常の有無、機器２００が測定機器である場合の測定情
報を含む監視情報を受信することが構成されている。
【００３４】
　図２に、実施形態１に係るプラント監視サーバー１００のブロック図を示す。プラント
監視サーバー１００は、図示しないが、ハードウェアとして、中央演算装置（ＣＰＵ：Ｃ
ｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、インターフェース
回路、大容量記憶装置、通信装置等、汎用コンピューター装置やワークステーションとし
ての構成を備える。ＣＰＵは、本発明に係るプラント監視方法に係るソフトウェアプログ
ラムは、例えば大容量記憶装置に格納されており、実行時にＲＡＭに読み込まれ、ＣＰＵ
により当該プログラムを実行することにより、図２に示すような機能ブロックが実現され
る。
【００３５】
　図２に示すように、本実施形態１に係るプラント監視サーバー１００は、データベース
として、ユーザー定義情報データベース１０１、機器定義情報データベース１０２、監視
情報データベース１０８、文章テンプレートデータベース１０７、および重要度定義デー
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タベース１１２を備える。これらデータベースは、ＲＡＭまたは大容量記憶装置等の記憶
部が仮想的に分割されることにより構成されている。各データベースに格納される情報は
、図面で説明するような文字を表すテキストデータであってよいが、コンピューターが認
識可能な、当該文字に対応する数値・記号であってもよい。またプラント監視サーバー１
００は、受信部１１３および送信部１１４を備え、機能ブロックとして、ユーザー定義情
報取得部１０３、位置判定部１０４、情報抽出部１０５、音声情報生成部１０６、情報解
析部１０９、監視情報更新部１１０、および重要度決定部１１１を備える。以下、具体的
に説明する。
【００３６】
　（受信部１１３）
　受信部１１３は、上位ネットワーク４００を介して、携帯情報端末３００から、少なく
ともユーザー識別情報および位置情報を受信するように構成されている。受信部１１３は
、さらに必要に応じて、携帯情報端末３００から音声情報および／または画像情報を受信
する。さらに受信部１１３は、コントローラー５００から送信されてきた各機器２００の
測定情報またはステータス情報を含む監視情報を受信する。
【００３７】
　（ユーザー定義情報データベース１０１）
　ユーザー定義情報データベース１０１は、ユーザーの定義情報を格納するデータベース
であり、主としてユーザー定義情報取得部１０３に参照される記憶部である。
【００３８】
　図４に、本実施形態に係るユーザー定義情報データベース１０１の構成例を示す。図４
に示すように、ユーザー定義情報データベース１０１は、「ユーザーＩＤ」、「所属」、
「職責」、「プリファランス」の各フィールドを例示的に備える。「ユーザーＩＤ」は、
ユーザーを特定するためにユーザーごとに割り振られるユーザー識別情報であり、例えば
アルファベット、番号等で記録される。図４では、ユーザーＩＤとして例示的に、アルフ
ァベット「Ａ」～「Ｆ」が割り振られている。「所属」は、ユーザーの所属を示す情報で
あり、例えば組織内のグループ、部課名等が割り振られる。図４では、所属として例示的
に、「Ｐグループ」、「Ｑグループ」、「Ｒグループ」が割り振られている。「職責」は
、ユーザーの職責を示す情報であり、例えば監視作業における役割や組織内での役職等が
割り振られる。図４では、職責として例示的に、「日次点検」、「月次点検」、「監査」
が割り振られている。「プリフェランス」は、ユーザーが任意に設定するフィールドで、
ユーザーの関心事、すなわちユーザーが特に懸念しており監視対象としたい事象を予め記
録するものである。図４では、プリフェランスとして例示的に、「センサ圧力」、「ポン
プ」が割り振られている。
【００３９】
　（ユーザー定義情報取得部１０３）
　図２に戻り、ユーザー定義情報取得部１０３は、携帯情報端末３００からユーザー識別
情報を取得し、上記ユーザー定義情報データベース１０１を検索し、当該ユーザー識別情
報に対応付けられたユーザーの定義情報を取得する機能ブロックである。例えば、携帯情
報端末３００から送信されてきたユーザー識別情報が「Ｃ」であった場合、ユーザー定義
情報取得部１０３は、ユーザー定義情報データベース１０１を検索し、「ユーザーＩＤ」
が「Ｃ」であるレコードから、「所属」として「Ｐグループ」、「職責」として「監査」
、「プリファランス」として「センサ圧力」を読み出す。また例えば、携帯情報端末３０
０から送信されてきたユーザー識別情報が「Ｆ」であった場合、ユーザー定義情報取得部
１０３は、ユーザー定義情報データベース１０１を検索し、「ユーザーＩＤ」が「Ｆ」で
あるレコードから、「所属」として「Ｒグループ」、「職責」として「月次点検」、「プ
リファランス」として「Ｎ／Ａ」（適用対象外）を読み出す。
【００４０】
　（機器定義情報データベース１０２）
　機器定義情報データベース１０２は、監視対象となる機器の定義情報を格納するデータ
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ベースであり、機器特定部１０４や情報抽出部１０５に参照される記憶部である。
【００４１】
　図５に、本実施形態に係る機器定義情報データベース１０２の構成例を示す。図５に示
すように、機器定義情報データベース１０２は、「機器ＩＤ」、「設置位置」、「種別」
、「測定制御対象」、「適正範囲」、「単位」の各フィールドを例示的に備える。「機器
ＩＤ」は、各々の機器を特定するために機器ごとに割り振られる識別情報であり、例えば
番号やアルファベット等で記録される。図５では、機器ＩＤとして例示的に、番号「１０
０１」～「１００６」が割り振られている。「設置位置」は、各々の機器の設置位置を示
す情報である。設置位置は、携帯情報端末３００がＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉ
ｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）で位置を検出するように構成されている場合には、ＧＰＳの
出力と照合可能な情報であることが好ましく、例えば、緯度／経度に対応する情報が割り
振られる。図５では、設置位置として例示的に、（Ｎ１，Ｅ１）（Ｎ：北緯、Ｅ：東経）
～「Ｎ６，Ｅ６」が割り振られている。ただし、携帯情報端末３００が他の手段、例えば
一次元、二次元コードの読み取りやユーザーの入力により位置を検出する場合には、それ
らの手段と対比可能な情報を格納する。「種別」は、機器の種類を示す情報であり、例え
ば測定機器であればどのような物理量を検出するセンサであるか、制御機器であればどの
ような制御手段であるか等が割り振られる。図５では、種別として例示的に、測定機器に
対しては「流量センサ」、「圧力センサ」、「温度センサ」が割り振られ、制御機器に対
しては「流量制御弁」、「ポンプ」、「ファン」が割り振られている。「測定制御対象」
は、機器の測定または制御に係る物理量を示す情報である。図５では、測定制御対象とし
て例示的に、測定機器に対しては「流量」、「圧力」、「温度」が割り振られ、制御機器
に対しては「流量」、「回転数」、「回転数」が割り振られている。「適正範囲」は、各
々の機器で検出されるべき測定値または制御されるべき駆動量の範囲を示す情報である。
「単位」は、上記「適正範囲」で示される数値の単位を指定する範囲である。図５では、
単位として例示的に、「ｍ3／ｈ」（流量）、「Ｐａ」（圧力）、「℃」（温度）、「ｒ
ｐｍ」（回転数）が示されている。
【００４２】
　（機器特定部１０４）
　図２に戻り、機器特定部１０４は、携帯情報端末３００から位置情報を取得し、機器定
義情報データベース１０２を検索して、携帯情報端末３００と所定の位置関係にある機器
２００を特定する機能ブロックである。具体的には、携帯情報端末３００に対し所定の近
傍領域内に位置する機器２００を発見した場合、当該機器２００を「近傍」にあるものと
して特定する。例えば、近傍領域を携帯情報端末３００から判定距離Δｄ以内であると設
定する場合、ある機器２００が判定距離Δｄ以内にあれば「近傍」にある機器２００と判
定する。判定距離に代えて、携帯情報端末３００を中心として緯度と経度からなる複数の
座標点で囲まれる範囲を「近傍領域」として設定してもよい。また携帯情報端末３００が
機器２００の「近傍」であって携帯情報端末３００の正面が向いている方角に当該機器２
００が存在する場合、機器特定部１０４は、当該機器２００を「正面」にある機器２００
として特定する。例えば、携帯情報端末３００から送信されてきた位置情報が（北緯、東
経、方角）＝（Ｎ３’，Ｅ３’，Ｄ３）であって、位置（Ｎ３，Ｅ３）と位置（Ｎ３’，
Ｅ３’）との距離ｄが判定距離Δｄ以下であった場合（ｄ≦Δｄ）、機器特定部１０４は
、機器ＩＤ「１００３」の温度センサが「近傍」に存在する機器２００であると特定する
。また携帯情報端末３００の位置（Ｎ３’，Ｅ３’）から方角Ｄ３の方向に温度センサが
位置していた場合、機器特定部１０４は、機器ＩＤ「１００３」の温度センサが「正面」
に存在する機器２００であると特定する。なお、携帯情報端末３００が仰角を検出可能に
構成されているのであれば、方角に加えて仰角を位置情報に加えてもよい。例えば、水平
方向を０°として、上向きの仰角を正の角度、下向きの仰角を負の角度として送受信し、
機器特定に用いることが可能である。
【００４３】
　なお、本実施形態では、監視対象となる機器２００が「近傍」であって携帯情報端末３
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００の向いている方向に存在している場合に「正面」と判断するが、これに限らない。例
えば、監視対象となる機器２００と携帯情報端末３００との距離とは無関係に、携帯情報
端末３００の向いている方向のみに基づいて「正面」と判断してもよい。携帯情報端末３
００（ユーザー）が正面を向いていれば、ユーザーはどの機器２００に注視しているかを
自ら把握しているので相対的に遠距離に機器２００が配置されていてもユーザーはそれと
認識できるからである。また「正面」と判断する条件となる機器２００と携帯情報端末３
００との距離ｄ２を「近傍」と判断する距離ｄとは異なる距離に設定してもよい。例えば
、「近傍」と判断する距離ｄに比べて「正面」と判断する距離ｄ２を大きく設定すること
は妥当である。上述したように、正面を向いていれば、相対的に遠距離に機器２００が配
置されていてもユーザーはそれと認識できるが、正面を向いていなければ、相対的に近距
離に機器２００が配置されていなければユーザーはどの機器２００が監視対象とされてい
るのか認識できないからである。
【００４４】
　（監視情報データベース１０８）
　監視情報データベース１０８は、監視対象となる機器に対応付けられた監視情報を格納
するデータベースであり、情報抽出部１０５に参照され、監視情報更新部１１０により更
新可能に構成される記憶部である。
【００４５】
　図６に、本実施形態に係る監視情報データベース１０８の構成例を示す。図６に示すよ
うに、監視情報データベース１０８は、「機器ＩＤ」、「種別」、「測定制御対象」、「
測定値」、「ステータス」の各フィールドを例示的に備える。「機器ＩＤ」、「種別」、
および「測定制御対象」は各々、機器定義情報データベース１０２の同名のフィールドと
同じ情報である。「測定値」は、測定機器である場合にはその測定値、制御機器である場
合はその制御量を示す情報である。「ステータス」は、機器の動作状態が正常であるか異
常であるか等のステータスを示す情報である。図６では、ステータスとして例示的に、「
ＯＫ」（正常）または「ＮＧ」（異常）のいずれかが格納される。当該「ステータス」フ
ィールドには、コントローラー５００（図１参照）が各機器２００との通信により把握し
た動作状態が反映される。例えば、「ステータス」は、機器２００が機器定義情報データ
ベース１０２の「適正範囲」内の測定値を返してきた場合には「ＯＫ」とされ、「適正範
囲」外の測定値が返されたり「適正範囲」外の駆動量で制御されたりした場合に「ＮＧ」
とされる。また「ステータス」は、機器２００の動作状態が正常と判断した場合に「ＯＫ
」とされ、異常と判断した場合に「ＮＧ」とされる。図６では、機器ＩＤ「１００３」の
温度センサが「適正範囲」内の測定値であったため「ステータス」が「ＯＫ」とされ、機
器ＩＤ「１００２」の温度センサが「適正範囲」外の測定値であったため「ステータス」
が「ＮＧ」とされ、機器ＩＤ「１００６」のファンが「適正範囲」を外れる測定値（駆動
量）であったため「ＮＧ」とされている。また機器ＩＤ「１００４」の流量制御弁が、「
適正範囲」で制御されているが、異常を示す情報を返信してきたため、「ステータス」が
「ＮＧ」とされている。
【００４６】
　（情報抽出部１０５）
　図２に戻り、情報抽出部１０５は、監視情報データベース１０８を検索し、取得された
ユーザー定義情報に基づいて、特定された機器２００について、提供すべき監視情報を抽
出する機能ブロックである。具体的には、情報抽出部１０５は、機器特定部１０４が「近
傍」または「正面」であると判定した機器２００について機器ＩＤをインデックスとして
監視情報データベース１０８を検索し、該当する機器２００の「測定値」および「ステー
タス」を抽出して出力する。例えば、「近傍」に位置すると判定された機器２００が機器
ＩＤ「１００３」の温度センサであった場合、情報抽出部１０５は、監視情報データベー
ス１０８から測定値「２６」とステータス「ＯＫ」を抽出する。「正面」に位置すると判
定された機器２００が機器ＩＤ「１００６」のファンであった場合、情報抽出部１０５は
、監視情報データベース１０８から測定値（駆動量）「３２０」とステータス「ＮＧ」を
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抽出する。
【００４７】
　（文章テンプレートデータベース１０７）
　文章テンプレートデータベース１０７は、ユーザーに提供する音声の文章テンプレート
を格納し、主として音声情報生成部１０６に参照される記憶部である。
【００４８】
　図７に、文章テンプレートデータベース１０７の構成例を示す。図７に示すように、文
章テンプレートデータベース１０７は、「文章＃」、「項目１」、「項目２」、「テキス
ト１」、「項目３」、「テキスト２」、「項目４」、「項目５」、「項目６」、「テキス
ト３」の各フィールドを例示的に備える。「文章＃」は、文章の種類を特定するユニーク
な番号である。図７では例示的に、文章「１」が測定機器用のテキストであり、文章「２
」が制御機器用のテキストとなっている。「項目」の各フィールドは、監視情報データベ
ース１０８のどのフィールドを参照するかを指定する情報である。図７では、文章「１」
について「項目１」は監視情報データベース１０８の「種別」フィールドを参照し、「項
目２」は「機器ＩＤ」フィールドを参照し、「項目３」は「測定制御対象」フィールドを
参照し、「項目４」～「項目６」は「測定値」、「単位」、および「ステータス」のそれ
ぞれを参照することを示している。また文章「２」について「項目１」、「項目２」、お
よび「項目６」は文章「１」と同じであるが、「項目３」～「項目５」は空欄となってい
る。「テキスト」の各フィールドは、それぞれの「盲目」に付随する、文章を構成する助
詞や語尾変換、動詞の活用形を示している。図７では、文章「１」について、「テキスト
１」が助詞「の」を、「テキスト２」が助詞「は」を、「テキスト３」が語尾「です」を
示す。また文章「２」について、「テキスト１」および「テキスト３」は文章「１」と同
じであるが、「テキスト２」が「ステータスは」となっている。
【００４９】
　（音声情報生成部１０６）
　図２に戻り、音声情報生成部１０６は、抽出された監視情報に基づいて携帯情報端末３
００において提供される音声に対応する音声情報を生成する機能ブロックである。具体的
には、音声情報生成部１０６は、機器特定部１０４が「近傍」または「正面」に位置する
と判定した機器２００について、情報抽出部１０５が監視情報データベース１０８から抽
出した情報（「測定値」、「ステータス」）と、機器定義情報データベース１０２から読
み出した情報（「機器ＩＤ」、「種別」、「測定制御対象」、「単位」）とに基づいて、
文章テンプレートデータベース１０７に格納されている文章テンプレートに従った文章情
報を生成する。文章テンプレートとしては、対象となる機器２００が測定機器である場合
には文章＃「１」のテンプレートが選択され、制御機器である場合には文章＃「２」のテ
ンプレートが選択される。例えば、「近傍」または「正面」に位置すると判定した機器２
００が機器ＩＤ「１００３」の温度センサであった場合、音声情報生成部１０６は、文章
テンプレートデータベース１０７の測定機器についての文章テンプレートである文章＃「
１」を参照し、「項目１」に機器ＩＤ「１００３」の種別「温度センサ」を、「項目２」
に機器ＩＤ「１００３」を、「項目３」に測定制御対象「温度」を、「項目４」に測定値
「２６」を、「項目５」に単位「℃」を、「項目６」にステータス「ＯＫ」をそれぞれ当
て嵌め、文章情報「温度センサ１００３の温度は２６℃ＯＫです」というテキスト列を生
成する。また、「近傍」または「正面」に位置すると判定した機器２００が機器ＩＤ「１
００６」のファンであった場合、音声情報生成部１０６は、文章テンプレートデータベー
ス１０７の制御機器についての文章テンプレートである文章＃「２」を参照し、「項目１
」に機器ＩＤ「１００６」の種別「ファン」を、「項目２」に機器ＩＤ「１００６」を、
「項目６」にステータス「ＮＧ」をそれぞれ当て嵌め、「ファン１００６のステータスは
ＮＧです」というテキスト列を再現するための文章情報を生成する。文章情報に含まれる
データには、音声合成されることにより上記したテキスト列が読み上げられるものであれ
ば限定はなく、例えばアスキーコードで表現されたデータでもよいし、テキスト読み上げ
システムにおける記号化言語表現に変換したデータでもよい。
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【００５０】
　（重要度定義データベース１１２）
　重要度定義データベース１１２は、ユーザー定義情報と監視情報とに応じた文章情報の
重要度を定義するデータベースであり、主として重要度決定部１１１により参照される記
憶部である。
【００５１】
　図８に、重要度定義データベース１１２の構成例を示す。図８に示すように、重要度定
義データベース１１２は、「設定＃」、「所属」、「職責」、「ステータス」、「距離」
、「プリファランス」、「重要度」の各フィールドを例示的に備える。「設定＃」は、重
要度設定を特定するユニークな番号である。「所属」、「職責」、および「プリフェラン
ス」はユーザー定義情報データベース１０１の同名のフィールドと同じ情報である。なお
「ａｎｙ」は該当フィールドに何が定義されていてもよいことを意味する。「Ｎ／Ａ」は
当該フィールドの設定は考慮しないことを意味する。「ステータス」は、監視情報データ
ベース１０８の同名のフィールドと同じ情報である。「距離」は、後述する機器特定部１
０４が判定する情報に対応する情報である。図８では、「距離」フィールドとして「近傍
」または「正面」が格納されている。「重要度」は、以上の各フィールドの組合せに対応
して設定される重要度を数値で示した情報である。図８では、「重要度」として「３」、
「２」、「１」が設定されている。本実施形態では重要度が高いほど数値が大きくなるも
のとする。
【００５２】
　例えば、図８では、重要度設定＃「１」は、ユーザーの「所属」や「職責」、「プリフ
ァランス」とは無関係に、「近傍」に位置する機器について「ステータス」が「ＮＧ」で
ある場合に、重要度「２」として音声情報を送出すべきという設定を意味する。プラント
監視中のユーザーの近傍に動作状態が異常であると検出された機器２００が存在すること
を注意喚起するためである。重要度設定＃「２」は、ユーザーの「所属」や「職責」、「
プリファランス」とは無関係に、「正面」に位置する機器について「ステータス」が「Ｎ
Ｇ」である場合に、重要度「３」として音声情報を送出すべきという設定を意味する。プ
ラント監視中のユーザーの正面に配置されている機器２００の動作状態が異常であること
を注意喚起するためである。重要度設定＃「３」は、「所属」は問わず、「職責」が「監
査」となっているユーザーに対しては、「近傍」に位置する機器２００が「ファン」であ
って、ステータスが「ＯＫ」である場合に、重要度「１」として音声情報を送出すべきと
いう設定を意味する。重要度設定＃「４」は、「所属」は問わず、「職責」が「監査」と
なっているユーザーに対しては、「正面」に位置する機器２００が「センサ」であって、
ステータスが「ＯＫ」である場合に、重要度「１」または「２」として音声情報を送出す
べきという設定を意味する。監査業務に就いているユーザーの近傍または正面にある機器
２００の動作状態が正常であることを参考までに報知するものである。一方、重要度設定
＃「１２」は、「所属」、「職責」は問わず、「プリファランス」として対象機器が設定
されている場合には、「正面」に位置する機器２００のステータスが「ＯＫ」であっても
、重要度「２」で音声情報を送出すべきという設定を意味する。「プリファランス」が設
定されている場合にはユーザーの関心度が高いことを意味するため、指定された機器２０
０と向き合った場合に、高い重要度で「プリファランス」で指定された機器２００である
旨の注意喚起をするためである。
【００５３】
　（重要度決定部１１１）
　図２に戻り、重要度決定部１１１は、ユーザー定義情報取得部１０３によって抽出され
たユーザー定義情報と、情報抽出部１０５によって抽出された監視情報とに基づいて、音
声情報生成部１０６が生成した文章情報の重要度を決定する機能ブロックである。具体的
には、重要度決定部１１１は、携帯情報端末３００を使用しているユーザーのユーザー定
義情報（「所属」、「職責」、「プリファランス」）、抽出された監視情報（「ステータ
ス」）、選択的に、監視対象となっている機器２００の位置情報（「近傍」か「正面」か
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の「位置関係」）の組合せに該当するレコード（「設定＃」）を重要度定義データベース
１１２から検索する。そして該当するレコードの「重要度」を読み出す。例えば、携帯情
報端末３００を使用するユーザーがユーザーＩＤ「Ａ」（図４参照）に該当し、機器ＩＤ
「１００１」（図６参照）で特定される機器２００の正面に立った場合、重要度定義デー
タベース（図８参照）の設定＃「７」が抽出され、重要度「１」が出力される。また携帯
情報端末３００を使用するユーザーがユーザーＩＤ「Ｂ」（図４参照）に該当し、機器Ｉ
Ｄ「１００２」（図６参照）で特定される機器２００の近傍を通過している場合、重要度
定義データベース（図８参照）の設定＃「１」が抽出され、重要度「２」が出力される。
さらに携帯情報端末３００を使用するユーザーがユーザーＩＤ「Ｃ」（図４参照）に該当
し、機器ＩＤ「１００３」（図６参照）で特定される機器２００の正面に立った場合、「
プリファランス」が設定されているため、重要度定義データベース（図８参照）の設定＃
「１２」が抽出され、重要度「２」が出力される。
【００５４】
　（情報解析部１０９）
　情報解析部１０９は、携帯情報端末３００から送信された音声情報および／または画像
情報を解析して、監視情報データベース１０８に登録すべき監視情報を抽出する機能ブロ
ックである。情報解析部１０９は、選択的に採用可能なオプショナルな機能ブロックであ
る。具体的に、情報解析部１０９は、送信された音声情報を公知の技術を適用して音声認
識して文字情報または数値情報に変換し、監視情報データベース１０８に格納すべき測定
値またはステータスに関する情報を抽出する。また情報解析部１０９は、送信された画像
情報を公知の技術を適用して画像認識して文字情報または数値情報に変換し、監視情報デ
ータベース１０８に格納すべき測定値またはステータスに関する情報を抽出する。
【００５５】
　（監視情報更新部１１０）
　監視情報更新部１１０は、情報解析部１０９によって抽出された監視情報または機器ネ
ットワークを介して各機器２００から提供された監視情報を参照して、監視情報データベ
ース１０８に格納されている監視情報を更新または追加する機能ブロックである。監視情
報更新部１１０は、選択的に採用可能なオプショナルな機能ブロックである。具体的に、
監視情報更新部１１０は、情報解析部１０９が測定値またはステータスに関する情報を抽
出してきた場合には、これらの情報に基づいて監視情報データベース１０８を更新する。
例えば、測定値やステータスが抽出された場合には、現時点で「近傍」または「正面」に
存在するものとして認識されている機器２００の該当機器ＩＤのレコードにおいて、測定
値やステータスを上書き保存する。
【００５６】
　また監視情報更新部１１０は、コントローラー５００経由で各機器２００についての測
定情報またはステータス情報を含む監視情報を受信したら、これらの情報に基づいて監視
情報データベース１０８を更新する。例えば、測定情報やステータス情報を受信した場合
には、これら情報に付随している機器２００の識別情報に基づき監視情報データベース１
０８を検索し、当該機器２００の該当機器ＩＤのレコードにおける「測定値」や「ステー
タス」フィールドに格納する。
【００５７】
　（送信部１１４）
　送信部１１４は、ネットワーク４００を介して、音声情報生成部１０６で生成された文
章情報および重要度決定部１１１で決定された重要度情報を携帯情報端末３００へ送信す
るように構成されている。送信部１１４は、図示しないが、さらに必要に応じて、画像情
報を携帯情報端末３００へ送信するように構成されていてもよい。
【００５８】
　（１－３．携帯情報端末３００）
　本実施形態１に係る携帯情報端末３００は、上記プラント監視サーバー１００と通信可
能に構成され、プラント監視サーバー１００から送信された文章情報および重要度情報に
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基づいて当該文章情報に対応する音声を特定された重要度に応じた態様で提供可能に構成
されている。携帯情報端末３００は、少なくとも通信機能、位置検出機能、音声発生機能
を有する携帯可能なコンピューター装置であり、本実施形態１では、腕時計タイプまたは
眼鏡タイプのウェアラブルコンピューターとする。ただし、携帯情報端末３００は、その
他のハードウェア態様として、ＨＭＤ（Ｈｅａｄ　Ｍｏｕｎｔ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、スマ
ートフォン、ノート型またはラップトップ型パーソナルコンピューター、携帯電話、ＰＤ
Ａ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）等を使用することも可
能である。
【００５９】
　図３に本実施形態１に係る携帯情報端末３００のブロック図を示す。図３に示すように
、携帯情報端末３００は、ウェアラブルコンピューターとしての構成を備えており、受信
部３０１、送信部３０２、およびメモリ３１０とともに、機能ブロックとして、音声合成
部３０３、画像生成部３０５、音声取得部３０６、画像取得部３０７、位置情報取得部３
０８、および操作情報取得部３０９を備えている。また携帯情報端末３００は、データベ
ースとして、音源データベース３０４ａおよび音声態様特定データベース３０４ｂを備え
ている。
【００６０】
　携帯情報端末３００には、ヘッドセット３２０が着脱自在に接続されるように構成され
ている。ヘッドセット３２０は、スピーカー３２１、ディスプレイ３２２、およびマイク
ロフォン３２３を備える。
【００６１】
　なお、携帯情報端末３００は、ハードウェアとしては、通常のパーソナルコンピュータ
ーが具備する構成を全て備える。例えば、図示しないが、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒ
ｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ：中央演算装置）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、インターフェース回路
等を備える。例えば、音源データベース３０４ａおよび音声態様特定データベース３０４
ｂはＲＯＭの一部の記憶領域が割り当てられ、メモリ３１０はＲＡＭの一部の記憶領域が
割り当てられる。上記機能ブロックは、ＣＰＵがＲＯＭに記憶され、またはＲＡＭに転送
されたソフトウェアプログラムを実行することにより機能的に実現されるものである。
【００６２】
　（受信部３０１）
　受信部３０１は、上位ネットワーク４００を介して、プラント監視サーバー１００から
、少なくとも文章情報および重要度情報を受信するように構成されている。また受信部３
０１は、選択的に、プラント監視サーバー１００から画像情報を受信する。
【００６３】
　（音源データベース３０４ａ）
　音源データベース３０４ａは、文章情報に含まれるテキストの各々に対する音声を再現
するための波形データを音声合成部３０３に参照可能に格納する音声ライブラリである。
音源データとしては、種々の音声合成方法に対応する音声を再現するための波形データが
格納される。例えば、音声合成方法として波形接続法を適用する場合には、テキストの各
々について人間の音声を再現する波形データが格納される。フォルマント合成法を適用す
る場合には、実効的に調整された人工的な音声の波形データが格納される。特に音源デー
タベース３０４ａは、１つのテキストについて異なる態様の複数の波形データを格納して
いる。例えば、１つのテキストについて、男性の声に対応する波形データと女性の声に対
応する波形データを格納する。
【００６４】
　（音声態様特定データベース３０４ｂ）
　音声態様特定データベース３０４ｂは、プラント監視サーバー１００から送信された重
要度情報に対応してどのような音声態様を割り当てるかを定義する対照テーブルデータで
ある。
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【００６５】
　図９に本実施形態における音声態様特定データベース３０４ｂの構成例を示す。図９に
示すように、本実施形態で使用される重要度「１」～「３」に対応して、「声質」、「回
数」、および「音量」が定義されている。「声質」は、音声合成される音声の特徴、例え
ば男性の声であるか女性の声であるかを定義する。「回数」は、提供された文章情報に対
応するテキスト列の繰り返し発音回数を定義する。「音量」は、発音の音量を定義する。
図９では、重要度「１」では、声質が「男性」で繰り返し回数が「１」回のみ、音量「小
」でテキスト列が読み上げられる。重要度「１」は機器２００の「ステータス」が「ＯＫ
」であって問題のない状態に対応しており、万一聞き逃しても影響がないため、落ち着い
た声質で一回、小さな音量で提供されることで問題ないからである。また重要度「２」で
は、声質が「男性」で繰り返し回数が「２」回、音量「中」でテキスト列が読み上げられ
る。重要度「２」は、ユーザーの「職責」が「監査」であったり「測定値」や「ステータ
ス」の確認に高い責務を負っている「グループ」の監視であったりするため、聞き逃しが
ないように複数回、中程度の音量で提供することが妥当だからである。一方、重要度「３
」では、声質が「女性」で「繰り返し」再生となり、音量「大」でテキスト列が読み上げ
られる。重要度「３」は機器２００の「ステータス」が「ＮＧ」であって何らかの措置を
採ることが要求される状況であるため、聞き逃しのないように、かつ、異常状態であるこ
とを注意喚起可能なように、周囲の騒音レベルが大きくても聞き取り易い女性の高い声質
で繰り返し、大音量で提供することが必要だからである。
【００６６】
　（音声合成部３０３）
　図３に戻り、音声合成部３０３は、プラント監視サーバー１００から提供された文章情
報に基づいて当該文章情報に対応する音声を発音させるための音声情報を生成する機能ブ
ロックである。具体的には、文章情報に含まれているデータを順次参照し、参照された順
序で音源データベース３０４ａに格納されている波形データを参照する。このとき、音声
合成部３０３は、プラント監視サーバー１００から提供された重要度情報をインデックス
として音声態様定義情報データベース３０４ｂを参照し、重要度情報によって特定される
音声態様を取得する。そして音声合成部３０３は、重要度情報で特定される重要度に対応
した声質の波形データを音源データベース３０４ａから読み出して音声合成し、重要度に
応じた音量で、重要度に対応した回数だけ発音させる音声情報を生成する。この音声情報
に対応した音声は、ヘッドセット３２０のスピーカー３２１から当該ヘッドセット３２０
を装着するユーザーに提供される。
【００６７】
　（画像生成部３０５）
　画像生成部３０５は、プラント監視サーバー１００から文章情報が提供された場合に当
該文章情報に対応したテキスト列を画像表示させる画像データを生成し、ディスプレイ３
２２に表示させようになっている。文章情報に対応したテキスト列が、音声で提供される
とともに、画像でも提供されるので、万一音声を聞き逃した場合でも、ユーザーはその内
容をテキスト列で視認することが可能である。また、画像生成部３０５は、プラント監視
サーバー１００からその他の画像情報が提供された場合にも、当該画像情報に対応した画
像を表示させる画像データを生成し、ディスプレイ３２２に提供するようになっている。
【００６８】
　（音声取得部３０６）
　音声取得部３０６は、ヘッドセット３２０のマイクロフォン３２３からユーザーの音声
が入力された場合にこれに対応する音声情報をデジタル信号に変換し、プラント監視サー
バー１００に転送する機能ブロックである。当該音声情報は、プラント監視サーバー１０
０の情報解析部１０９で解析されるものである。上述したように、当該音声情報に機器２
００の測定値やステータスに係る情報が含まれていた場合には、その機器２００の監視情
報として監視情報データベース１０８に監視されることになる。
【００６９】
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　（画像取得部３０７）
　画像取得部３０７は、カメラ３３１から出力された、所定の画像に対応する画像情報を
プラント監視サーバー１００に転送する機能ブロックである。当該画像情報は、プラント
監視サーバー１００の情報解析部１０９で解析されるものである。上述したように、当該
画像情報に機器２００の測定値やステータスに係る情報が含まれていた場合には、その機
器２００の監視情報として監視情報データベース１０８に監視されることになる。
【００７０】
　（位置情報取得部３０８）
　位置情報取得部３０８は、ＧＰＳアンテナ３３２により受信されたＧＰＳ衛星信号に基
づいて当該携帯情報端末３００の現在位置を取得する機能ブロックである。また位置情報
取得部３０８は、ＧＰＳ衛星信号と内蔵された方位検出デバイス（電子コンパスや方位検
出ジャイロ等）の出力を参照して、当該携帯情報端末３００が向いている方角を検出する
。そして位置情報取得部３０８は、現在位置をプラント監視サーバー１００との間で取り
決めた形式、例えば、（緯度、経度、方角）等の組合せでプラント監視サーバー１００に
提供する。なお、位置情報取得部３０８による現在位置の取得は、ＧＰＳ衛星信号を利用
する代わりに、屋内用の位置情報特定システム、例えば無線ＬＡＮを用いた位置特定、Ｑ
Ｒ（Ｑｕｉｃｋ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）コードの読み取りによる位置特定、超音波（赤外線
含む）による位置特定等の技術を用いてもよい。無線ＬＡＮを用いる位置特定としては、
例えば通信が確立されたルーターを判別して位置を特定する。ＱＲコード（登録商標）を
用いる位置特定としては、例えば機器２００に特異なＱＲコードを貼付し、カメラ３３１
でＱＲコードを読み取ることで携帯情報端末３００の近傍に存在する特定の機器２００を
特定する。超音波による位置特定としては、携帯情報端末３００および機器２００の双方
に超音波通信機能を持たせ、超音波通信を行うことで携帯情報端末３００と通信する機器
２００を特定する。
【００７１】
　（操作情報取得部３０９）
　操作情報取得部３０９は、ユーザーが操作部３３３を操作することにより入力した文字
情報をメモリ３１０に格納する機能ブロックである。メモリ３１０に格納された文字情報
のうち、ユーザー識別情報については、携帯情報端末３００とプラント監視サーバー１０
０との通信が確立されたのち、適時にプラント監視サーバー１００に送信される。
【００７２】
　（送信部３０２）
　送信部３０２は、ネットワーク４００を介して、操作情報取得部３０９により取得され
たユーザー識別情報、位置情報取得部３０８により取得された位置情報、選択的に、音声
取得部３０６により取得された音声情報、または、画像取得部３０７により取得された画
像情報をプラント監視サーバー１００へ送信するように構成されている。
【００７３】
　（１－４．動作）
　図１０に、本実施形態１に係る動作を説明するフローチャートを示す。図１０において
、ステップＳ１０１～Ｓ１１１は、プラント監視サーバー１００において実行されるステ
ップであり、ステップＳ３０１～Ｓ３０６は、携帯情報端末３００において実行されるス
テップである。これらの当該フローチャートの一連の処理は、定期的に、または、ユーザ
ーが指定する任意のタイミングで繰り返し実行される。なお、以下の各ステップの処理内
容は例示であり、ステップの順番を入れ替えても、複数のステップを１つのステップとし
て処理しても、１つのステップを複数のステップに分離して処理してもよい。
【００７４】
　まず、携帯情報端末３００を操作するユーザーは、当該端末の電源を投入したりリセッ
トしたりしたのち、自らのユーザー識別情報を操作部３３３から入力する。このユーザー
識別情報は、メモリ３１０に格納され、監視作業に先立った適当なタイミングでプラント
監視サーバー１００に送信される。
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【００７５】
　プラント監視サーバー１００では、ステップＳ１０１において、ユーザー識別情報が取
得されたか否かを判定し、取得された場合には（ステップＳ１０１：ＹＥＳ）、ステップ
Ｓ１０２に移行し、ユーザー定義情報取得部１０３がユーザー定義情報データベース１０
１を参照してユーザー定義情報を取得する。
【００７６】
　さて、携帯情報端末３００ｂを装着したユーザーは、プラント内を移動する。ユーザー
が移動すると、携帯情報端末３００では新たな現在位置が取得される。すなわち、携帯情
報端末３００では、ステップＳ３０１において、位置情報取得部３０８が新たな位置情報
を取得したか否かを判定し、取得された場合には（ステップＳ３０１：ＹＥＳ）、ステッ
プＳ３０２に移行し、プラント監視サーバー１００に新たに取得された位置情報（緯度Ｎ
，経度Ｅ，方角Ｄ）が送信される。
【００７７】
　プラント監視サーバー１００は、ステップＳ１０３において、携帯情報端末３００から
新たな位置情報が取得されたか否かを判定し、取得された場合には（ステップＳ１０３：
ＹＥＳ）、ステップＳ１０４に移行する。機器特定部１０４は、ステップＳ１０４におい
て、機器定義情報データベース１０２を参照して、取得された位置情報（緯度Ｎ，経度Ｅ
，方角Ｄ）で特定される携帯情報端末３００の現在位置と所定の位置関係にある機器２０
０を検索する。本実施形態では、現在位置の「近傍」または「正面」に位置する機器２０
０が検索される。
【００７８】
　そして、ステップＳ１０５において、携帯情報端末３００の現在位置と所定の位置関係
にある機器２００が存在するか否かが判定され、所定の位置関係にある機器２００が存在
していた場合（ステップＳ１０５：ＹＥＳ）、ステップＳ１０６に移行する。情報抽出部
１０５は、ステップＳ１０６において、監視情報データベース１０８を検索し、ユーザー
定義情報に基づいて、特定された機器２００について、提供すべき監視情報を抽出する。
すなわち、該当する機器２００の「測定値」および「ステータス」を抽出して出力する。
【００７９】
　次いで、ステップＳ１０７に移行し、音声情報生成部１０６は、抽出された監視情報に
基づいて携帯情報端末３００において提供される音声に対応する音声情報を生成する。す
なわち、音声情報生成部１０６は、ステップＳ１０６において抽出された監視情報と機器
定義情報データベース１０２から読み出された機器定義情報とに基づいて、文章テンプレ
ートデータベース１０７に格納されている文章テンプレートに従った文章情報を生成する
。
【００８０】
　次いで、ステップＳ１０８に移行し、重要度決定部１１１は、ステップＳ１０２におい
て取得されたユーザー定義情報と、ステップＳ１０６において抽出された監視情報とに基
づいて、音声情報生成部１０６が生成した文章情報の重要度を決定する。
【００８１】
　そして、ステップＳ１０９において、送信部１１４は、ステップＳ１０７において生成
された文章情報とステップＳ１０８で決定された重要度情報とを携帯情報端末３００に送
信する。
【００８２】
　なお、プラント監視サーバー１００は、ステップＳ１０３において、新たな位置情報が
取得されなかった場合には（ステップＳ１０３：ＮＯ）、当該処理ルーチンを終了する。
また、ステップＳ１０５において、所定の位置関係にある機器２００が存在しなかった場
合（ステップＳ１０５：ＮＯ）、当該処理ルーチンを終了する。なお、新たな位置情報が
取得されなかった場合（ステップＳ１０３：ＮＯ）や所定の位置関係にある機器２００が
存在しなかった場合（ステップＳ１０５：ＮＯ）に、ユーザーが意図的に停止の指示をす
るまで、文章情報の送信を繰り返し（ステップＳ１０９）、これを受けた携帯情報端末３



(18) JP 6231362 B2 2017.11.15

10

20

30

40

50

００が繰り返し音声を送出し続けるように処理してもよい（ステップＳ３０３－３０６）
。また、携帯情報端末３００は、プラント監視サーバー１００のステップＳ１０９からの
次の文章情報を取得するまで、前回の音声を繰り返し送出し続けるように処理してもよい
（ステップＳ３０３－３０６）。
【００８３】
　携帯情報端末３００は、ステップＳ３０３において、プラント監視サーバー１００から
文章情報が送信されたか否かを判定し、文章情報が送信されてきた場合には（ステップＳ
３０３：ＹＥＳ）、ステップＳ３０４に移行し、音声合成部３０３は、音源データベース
３０４ａを参照しながら、文章情報に基づいて当該文章情報に対応する音声を発音させる
ための音声情報を音声合成により生成する。
【００８４】
　次いで、ステップＳ３０５に移行し、音声合成部３０３は、当該文章情報とともに送信
された重要度情報をインデックスとして音声態様定義情報データベース３０４ｂを参照し
、重要度情報によって特定される音声態様を取得する。
【００８５】
　そして、ステップＳ３０６に移行し、音声合成部３０３は、取得された音声態様に従っ
て、重要度に対応した声質、繰り返し回数、音量で、音声合成された音声情報を送出する
ことによって、ユーザーに音声を提供する。
【００８６】
　なお、プラント監視サーバー１００が音声情報で提供される監視情報と同一内容の画像
情報を携帯情報端末３００に送信し、携帯情報端末３００において、画像生成部３０５が
ヘッドセット３２０のディスプレイ３２２にこの画像情報を出力して表示させるように構
成してもよい。音声情報と同一内容の監視情報が画像で提供されることによって、周囲の
ノイズ等によって万一監視情報を報知する音声を聞き逃した場合でも、画像によって監視
情報の内容をユーザーに報知することができ、監視情報の確実な告知を担保可能である。
【００８７】
　プラント監視サーバー１００では、ステップＳ１１０において、携帯情報端末３００の
現在位置と所定の位置関係にある機器２００が他にも存在するか否かが判定され、存在す
る場合には（ステップＳ１１０：ＹＥＳ）、ステップＳ１０６～Ｓ１１０の処理が繰り返
される。
　携帯情報端末３００では、文章情報および重要度情報を受信する度に（ステップＳ３０
３：ＹＥＳ）、ステップＳ３０４～Ｓ３０６が繰り返され、現在位置と所定の位置関係に
ある他の機器２００についての音声が提供される。
【００８８】
　（１－５．効果）
　本実施形態１では以下のような利点を有する。
　（１）本実施形態１によれば、ユーザー定義情報に基づいて機器２００の監視情報が抽
出されるので、不必要な監視情報が除外され、ユーザーに必要な監視情報が提供されるの
で、必要十分な監視情報を効率的に得ることができ、迅速かつ適正な措置をとることが可
能である。
【００８９】
　（２）本実施形態１によれば、必要十分な監視情報が音声でユーザーに提供されるので
、監視作業中のユーザーの視認作業や手足による確認作業を妨げることなく、必要十分な
監視情報をユーザーに知得させることが可能である。
【００９０】
　（３）本実施形態１によれば、ユーザーの「所属」に応じて監視情報が抽出されるので
、所属に応じて監視作業の内容を異ならせている場合に、所属に応じた適切な監視情報を
提供することが可能である。
【００９１】
　（４）本実施形態１によれば、ユーザーの「職責」に応じて監視情報が抽出されるので
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、職責に応じて監視作業の内容を異ならせている場合に、職責に応じた適切な監視情報を
提供することが可能である。
【００９２】
　（５）本実施形態１によれば、ユーザーの「プリファランス」に応じて監視情報が抽出
されるので、ユーザーが監視作業における特別な関心事について登録しておくことで、ユ
ーザーの関心事に対応した適切な監視情報を提供することが可能である。
【００９３】
　（６）本実施形態１によれば、携帯情報端末３００と機器２００との位置関係が「近傍
」である場合に監視情報を抽出可能に構成したので、ユーザーが機器２００の方角を向い
ていない場合であっても監視情報を提供して注意を喚起することが可能である。
【００９４】
　（７）本実施形態１によれば、携帯情報端末３００と機器２００との位置関係が「正面
」である場合に監視情報を抽出可能に構成したので、ユーザーが機器２００の方角を向い
ており、ユーザーが監視対象となる機器２００に注意を払っている際に適切な監視情報を
提供することが可能である。
【００９５】
　（８）本実施形態１によれば、ユーザーの「所属」、「職責」、携帯情報端末３００と
機器２００との「位置関係」に応じて重要度を変更して設定でき、ユーザーに提供される
音声態様を変更できるので、ユーザーが機器２００の方角を向いており、「所属」、「職
責」、「位置関係」に応じた適切な音声態様で機器２００の監視情報を提供することが可
能である。
【００９６】
　（９）本実施形態１によれば、機器２００の「ステータス」が「ＮＧ」である場合に高
い重要度を設定し、高い重要度に対応した音声態様で音声を提供できるので、機器２００
が異常状態である際に、遅滞なくユーザーの注意を喚起することが可能である。
【００９７】
　（１０）本実施形態１によれば、ユーザーが「プリファランス」を登録している場合に
高い重要度が設定され、高い重要度に対応した音声態様で音声を提供できるので、ユーザ
ーに関心事が存在する場合にユーザーの関心事に対応する監視情報を適切に提供すること
が可能である。
【００９８】
　（２．実施形態２）
　本発明の実施形態２は、プラント監視サーバー側が提供した機器の識別情報に基づいて
、携帯情報端末側で直接機器の監視情報を取得し、取得した監視情報に基づく音声を提供
する態様に関する。
【００９９】
　（２－１．プラント監視システム）
　図１１に、実施形態２に係るプラント監視システムの概要を説明するシステム図を示す
。図１１に示すように、本実施形態に係るプラント監視システム１０００ｂは、プラント
監視サーバー１００ｂ、各種の監視対象となる機器２００ｂ－１、２、３、…、Ｎ（以下
、機器を特定する必要がない場合には単に「機器２００ｂ」と呼ぶ。）、携帯情報端末３
００ｂ、コントローラー５００、フィールド機器通信バス４０１、および上位ネットワー
ク４００を備えている。コントローラー５００、フィールド機器通信バス４０１、および
上位ネットワーク４００については、上記実施形態１と同じであるため説明を省略する。
【０１００】
　本実施形態２にかかるプラント監視システム１０００ｂは、プラント監視サーバー１０
０ｂが上位ネットワーク４００を介して携帯情報端末３００ｂと通信可能に接続され、各
機器２００ｂからの監視情報がコントローラー５００を介してプラント監視サーバー１０
０ｂに提供される点では、上記実施形態１のプラント監視システム１０００と同様である
。
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【０１０１】
　ただし、本実施形態２に係るプラント監視システム１０００ｂでは、機器２００ｂおよ
び携帯情報端末３００ｂが直接的に相互通信可能に構成されている点で、上記実施形態１
と異なる。具体的に、本実施形態２に係る機器２００ｂと携帯情報端末３００ｂとは、無
線通信可能に構成されており、携帯情報端末３００ｂはプラント監視サーバー１００ｂの
仲介無しに機器２００ｂから直接監視情報を取得することが可能になっている。この無線
通信の通信プロトコルに限定はないが、近距離通信が可能な方式であれば、無線ＬＡＮ、
赤外線短距離通信規格、近距離無線通信規格等を採用可能である。
【０１０２】
　（２－２．プラント監視サーバー１００ｂ）
　図１２に、本実施形態２に係るプラント監視サーバーのブロック図を示す。図１２に示
すように、プラント監視サーバー１００ｂは、携帯情報端末３００からユーザー識別情報
、位置情報、選択的に、音声情報および画像情報等を受信する点で上記実施形態１と同じ
であるが、音声情報および重要度情報に代えて、装置識別情報およびユーザー定義情報を
携帯情報端末３００ｂへ提供する点で上記実施形態１と異なる。
【０１０３】
　図１２に示すように、本実施形態２に係るプラント監視サーバー１００ｂは、データベ
ースとして、上記実施形態１と同様のユーザー定義情報データベース１０１、機器定義情
報データベース１０２、監視情報データベース１０８を備えているが、上記実施形態１の
文章テンプレートデータベース１０７および重要度定義データベース１１２を備えていな
い。本実施形態２では、携帯情報端末３００ｂ側で音声情報を生成するからである。なお
、本実施形態２では、携帯情報端末３００が機器２００から直接監視情報を取得可能に構
成するので、機器２００の監視情報を特定の場所に蓄積しておく必要がない場合には、プ
ラント監視サーバー１００ｂは監視情報データベース１０８を備えていなくてもよい。
【０１０４】
　また本実施形態２に係るプラント監視サーバー１００ｂは、受信部１１３および送信部
１１４の他に、機能ブロックとして、ユーザー定義情報取得部１０３、機器特定部１０４
、情報抽出部１０５ｂ、情報解析部１０９、および監視情報更新部１１０を備える。本実
施形態２に係るプラント監視サーバー１００ｂは、音声情報生成部１０６および重要度決
定部１１１を備えていない点並びに情報抽出部１０５ｂが装置識別情報およびユーザー定
義情報を抽出する点で、上記実施形態１と異なる。受信部１１３、ユーザー定義情報取得
部１０３、機器特定部１０４、情報解析部１０９、および監視情報更新部１１０について
は、上記実施形態１と同様であるため説明を省略する。以下、上記実施形態１と異なる機
能ブロックを中心に説明する。なお、本実施形態２では、携帯情報端末３００が機器２０
０から直接監視情報を取得可能に構成するので、プラント監視サーバー１００ｂは情報解
析部１０９や監視情報更新部１１０を備えていなくてもよい。
【０１０５】
　（情報抽出部１０５ｂ）
　情報抽出部１０５ｂは、機器定義情報データベース１０２を検索し、特定された機器の
識別情報を抽出する機能ブロックである。具体的には、情報抽出部１０５は、機器特定部
１０４が「近傍」または「正面」であると判定した機器２００について機器ＩＤをインデ
ックスとして機器定義情報データベース１０２を検索し、該当する機器２００の「機器Ｉ
Ｄ」を抽出して出力する。例えば、「近傍」に位置すると判定された機器２００が温度セ
ンサであった場合、情報抽出部１０５ｂは、機器定義情報データベース１０２から温度セ
ンサの機器ＩＤ「１００３」を抽出する。「正面」に位置すると判定された機器２００が
ファンであった場合、情報抽出部１０５ｂは、機器定義情報データベース１０２からファ
ンの機器ＩＤ「１００６」を抽出する。また情報抽出部１０５ｂは、ユーザー定義情報取
得部１０３が取得したユーザー定義情報を送信部１１４に出力する。
【０１０６】
　（送信部１１４）
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　送信部１１４は、ネットワーク４００を介して、情報抽出部１０５ｂが抽出した機器識
別情報、および、ユーザー定義情報取得部１０３が取得したユーザー定義情報を携帯情報
端末３００ｂへ送信するように構成されている。
【０１０７】
　（２－３．携帯情報端末３００ｂ）
　本実施形態２に係る携帯情報端末３００ｂは、上記プラント監視サーバー１００ｂと通
信可能に構成され、プラント監視サーバー１００ｂから提供された機器２００ｂの機器識
別情報およびユーザー定義情報の一部を、当該機器識別情報に対応付けられた機器２００
ｂと通信し、これに対応して当該機器２００ｂから提供された監視情報を取得し、当該監
視情報に対応する音声を発音させるための音声情報を生成するように構成されている。携
帯情報端末３００ｂは、少なくとも通信機能、位置検出機能、音声発生機能を有する携帯
可能なコンピューター装置であり、本実施形態１と同様に、ウェアラブルコンピューター
である。ただし、携帯情報端末３００ｂは、その他のハードウェア態様として、ＨＭＤ、
スマートフォン、ノート型またはラップトップ型パーソナルコンピューター、携帯電話、
ＰＤＡ等を使用することも可能である。
【０１０８】
　図１３に本実施形態２に係る携帯情報端末３００ｂのブロック図を示す。図１３に示す
ように、携帯情報端末３００ｂは、ウェアラブルコンピューターとしての構成を備えてお
り、受信部３０１、送信部３０２、およびメモリ３１０とともに、機能ブロックとして、
音声合成部３０３ｂ、画像生成部３０５、音声取得部３０６、画像取得部３０７、位置情
報取得部３０８、操作情報取得部３０９、および機器通信部３１１を備えている。また携
帯情報端末３００ｂは、データベースとして、音源データベース３０４ａを備えている。
【０１０９】
　携帯情報端末３００ｂの各構成のうち、受信部３０１、送信部３０２、およびメモリ３
１０とともに、機能ブロックとして、音声合成部３０３ｂ、画像生成部３０５、音声取得
部３０６、画像取得部３０７、位置情報取得部３０８、および操作情報取得部３０９につ
いては、上記実施形態１と同様であるため説明を省略する。以下、上記実施形態１と異な
る構成について説明する。
【０１１０】
　（機器通信部３１１）
　プラント監視サーバー１００ｂから提供された機器識別情報およびユーザー定義情報の
一部を監視対象となっている機器２００ｂに送信し、当該識別情報に対応付けられた機器
２００ｂと通信網４０２経由で通信する機能ブロックである。具体的には、機器通信部３
１１は、ユーザー定義情報を参照して、機器識別情報により特定される機器２００ｂが監
視対象であるのか否かを判定し、監視対象であると判定した場合に機器ＩＤを監視対象と
なっている機器２００ｂに送信する。具体的には、ユーザーは、「プリファランス」にユ
ーザーの関心事を特定することができる。例えば、監視したい機器２００ｂを識別する情
報を「プリファランス」に登録しておくことができる。機器通信部３１１は、ユーザー定
義情報の「プリフェランス」を参照して、機器識別情報により特定される機器２００ｂが
ユーザーの監視対象として「プリフェランス」に登録されている場合に当該機器２００ｂ
を監視対象とする。また例えば、ユーザーは監視したい機器２００ｂを複数グループとし
て登録することも可能である。具体的には、監視対象として「プリフェランス」に「測定
機器」と登録したり「制御機器」と登録したりすることができる。グループとして登録さ
れている場合には、機器識別情報により特定される機器２００ｂが「プリフェランス」に
登録されているグループに属する場合に当該機器２００ｂを監視対象とすることになる。
例えば、「プリフェランス」に「測定機器」と登録されていた場合には、機器２００ｂが
圧力センサ、温度センサ、流量センサなどの「測定機器」である場合に監視対象となる。
【０１１１】
　機器２００ｂ側では、当該機器識別情報を受信すると、自らが監視対象となっているこ
とを認識し、携帯情報端末３００ｂに自らの監視情報を送信するように動作する。なお、
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携帯情報端末３００ｂと機器２００ｂとの通信網４０２に適用する通信規格は、上述した
ような近距離無線通信規格が好適であるが、その他の通信規格に準拠していてもよい。
【０１１２】
　（音声合成部３０３ｂ）
　音声合成部３０３ｂは、監視対象となっている機器２００ｂから提供された監視情報を
取得し、当該監視情報に対応する音声を発音させるための音声情報を生成する機能ブロッ
クである。具体的には、上記実施形態１の音声合成部３０３と同様に、監視情報が送信さ
れてきたら、音声合成部３０３ｂは、音源データベース３０４ａを参照し、波形データを
用いて音声合成することにより、当監視情報に対応する音声を発音させるための音声情報
を生成する。音声情報に対応した音声は、ヘッドセット３２０のスピーカー３２１から当
該ヘッドセット３２０を装着するユーザーに提供される。
【０１１３】
　（２－４．動作）
　図１３に、本実施形態２に係る動作を説明するフローチャートを示す。図１３において
、ステップＳ１２１～Ｓ１２７は、プラント監視サーバー１００ｂにおいて実行されるス
テップであり、ステップＳ３２１～Ｓ３２６は、携帯情報端末３００ｂにおいて実行され
るステップであり、ステップＳ２０１～Ｓ２０２は、機器２００ｂにおいて実行されるス
テップである。これらの当該フローチャートの一連の処理は、定期的に、または、ユーザ
ーが指定する任意のタイミングで繰り返し実行される。なお、以下の各ステップの処理内
容は例示であり、ステップの順番を入れ替えても、複数のステップを１つのステップとし
て処理しても、１つのステップを複数のステップに分離して処理してもよい。
【０１１４】
　図１３において、携帯情報端末３００を操作するユーザーは、当該端末の電源を投入し
たりリセットしたりしたのち、自らのユーザー識別情報を操作部３３３から入力する。こ
のユーザー識別情報は、メモリ３１０に格納され、監視作業に先立った適当なタイミング
でプラント監視サーバー１００ｂに送信される。
【０１１５】
　プラント監視サーバー１００ｂでは、ステップＳ１２１において、ユーザー識別情報が
取得されたか否かを判定し、取得された場合には（ステップＳ１２１：ＹＥＳ）、ステッ
プＳ１２２に移行し、ユーザー定義情報取得部１０３がユーザー定義情報データベース１
０１を参照してユーザー定義情報を取得する。
【０１１６】
　さて、携帯情報端末３００ｂを装着したユーザーは、プラント内を移動する。ユーザー
が移動すると、携帯情報端末３００ｂでは新たな現在位置が取得される。すなわち、携帯
情報端末３００ｂでは、ステップＳ３２１において、位置情報取得部３０８が新たな位置
情報を取得したか否かを判定する。新たな位置情報が取得された場合には（ステップＳ３
２１：ＹＥＳ）、ステップＳ３２２に移行し、プラント監視サーバー１００ｂに新たに取
得された位置情報（緯度Ｎ，経度Ｅ，方角Ｄ）が送信される。
【０１１７】
　プラント監視サーバー１００ｂは、ステップＳ１２３において、携帯情報端末３００ｂ
から新たな位置情報が取得されたか否かを判定し、取得された場合には（ステップＳ１２
３：ＹＥＳ）、ステップＳ１２４に移行する。機器特定部１０４は、ステップＳ１２４に
おいて、機器定義情報データベース１０２を参照して、取得された位置情報（緯度Ｎ，経
度Ｅ，方角Ｄ）で特定される携帯情報端末３００ｂの現在位置と所定の位置関係にある機
器２００ｂを検索する。所定の位置関係にある機器２００ｂとして、例えば、現在位置の
「近傍」または「正面」に位置する機器２００ｂが検索される。
【０１１８】
　そして、ステップＳ１２５において、携帯情報端末３００ｂの現在位置と所定の位置関
係にある機器２００ｂが存在するか否かが判定され、所定の位置関係にある機器２００ｂ
が存在していた場合（ステップＳ１２５：ＹＥＳ）、ステップＳ１２６に移行する。情報
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抽出部１０５ｂは、ステップＳ１２６において、機器定義情報データベース１０２を検索
し、所定の位置関係にある機器２００ｂの機器識別情報である「機器ＩＤ」を抽出する。
また、ユーザー定義情報取得部１０３が取得したユーザー定義情報として当該ユーザーの
「ユーザーＩＤ」に対応付けられたレコードの「所属」、「職責」、「プリファランス」
（図４参照）を転送する。抽出された装置識別情報およびユーザー定義情報は、ステップ
Ｓ１２７において、送信部１１４から携帯情報端末３００ｂに送信される。
【０１１９】
　なお、プラント監視サーバー１００ｂは、ステップＳ１２３において新たな位置情報が
取得されなかった場合には（ステップＳ１２３：ＮＯ）、当該処理ルーチンを終了する。
また、ステップＳ１２５において、所定の位置関係にある機器２００ｂが存在しなかった
場合（ステップＳ１２５：ＮＯ）、当該処理ルーチンを終了する。
【０１２０】
　携帯情報端末３００ｂは、ステップＳ３２３において、プラント監視サーバー１００ｂ
から装置識別情報およびユーザー定義情報が送信されたか否かを判定する。送信されてき
た場合には（ステップＳ３２３：ＹＥＳ）、ステップＳ３２４に移行し、機器通信部３１
１は、ユーザー定義情報を参照して、機器識別情報により特定される機器２００ｂが監視
対象であるのか否かを判定する。例えば、ユーザー定義情報の「プリフェランス」を参照
して、所定の位置関係にある機器２００ｂがユーザーの関心事のある監視対象として「プ
リフェランス」に登録されているか否かを判定する。監視対象の機器２００ｂであった場
合（ステップＳ３２４：ＹＥＳ）、ステップＳ３２５に移行し、機器通信部３１１は対象
機器の機器識別情報として例えば機器ＩＤを送信する。なお、機器識別情報の送信は機器
２００ｂ側で通信準備のためであり、必須の情報ではない。例えば、機器識別情報に代え
て、携帯情報端末３００ｂが直接通信を欲している旨の通信確立情報を送受信してもよい
。また直接監視情報の要求ステップ（Ｓ３２６）に移行してもよい。
【０１２１】
　機器２００ｂでは、ステップＳ２０１において、機器識別情報を受信したら、自らが監
視対象となっていることを知り、監視情報の送信に必要な準備をする。
【０１２２】
　携帯情報端末３００ｂでは、ステップＳ３２６に移行し、機器通信部３１１が機器２０
０ｂに監視情報を要求するコマンドを送信する。機器２００ｂは、監視情報を要求するコ
マンドを受信したら、ステップＳ２０２において、自らの監視情報を携帯情報端末３００
ｂへ送信する。例えば、監視対象となっている機器２００ｂが測定機器であれば直近の測
定値を送信する。また監視対象となっている機器２００ｂが制御機器であれば現在の動作
状況をステータスとして送信する。
【０１２３】
　携帯情報端末３００ｂでは、監視情報を受信したら、ステップＳ３２７において、音声
合成部３０３が、当該監視情報をユーザーに報知するための音声情報を音声合成により生
成する。音声合成により生成された音声情報は、ヘッドセット３２０のスピーカー３２１
に供給され、監視情報を報知する音声としてユーザーに提供される。
【０１２４】
　なお、音声情報として提供される監視情報は、画像生成部３０５が画像情報として生成
し、ヘッドセット３２０のディスプレイ３２２に出力して表示させるように構成してもよ
い。音声情報と同一内容の監視情報が画像で提供されることによって、周囲のノイズ等に
よって万一監視情報を報知する音声を聞き逃した場合でも、画像によって監視情報の内容
をユーザーに報知することができ、監視情報の確実な告知を担保可能である。
【０１２５】
　また、音声合成により生成する音声情報は、例えば、機器２００ｂから送信された監視
情報である測定値やステータスをそのまま読み上げる簡単なものでもよいし、上記実施形
態１のプラント監視サーバー１００における音声情報生成部１０６が実行していた複雑な
ものでもよい。このように構成する場合、音声合成部３０３ｂは、文章テンプレートデー
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タベースをさらに備える。また上記実施形態１において適用した重要度に応じた音声態様
の変更を実行するように構成してもよい。このように構成する場合、重要度定義データベ
ースおよび音声態様データベースをさらに備える。
【０１２６】
　ステップＳ３２８において、ユーザーが操作部３３３を操作してさらなる監視情報の提
供を指示した場合（ステップＳ３２８：ＮＯ）、携帯情報端末３００ｂは再びステップＳ
３２６～Ｓ３２７の処理を続行し、機器２００ｂはそれに対応して監視情報をさらに返信
する（ステップＳ２０２）。当該機器２００ｂに対する監視を終了する場合には（ステッ
プＳ３２８：ＹＥＳ）、当該処理を終了する。
【０１２７】
　なお、携帯情報端末３００ｂにおいて、装置識別情報およびユーザー定義情報の送信が
ない場合（ステップＳ３２３：ＮＯ）並びにユーザー定義情報から監視対象機器２００ｂ
ではないと判断される場合（ステップＳ３２４：ＮＯ）、当該処理を一旦終了する。
【０１２８】
　（２－５．効果）
　本実施形態２では以下のような利点を有する。
　（１）本実施形態２によれば、携帯情報端末３００ｂが機器２００ｂと直接通信して監
視情報を取得可能に構成されており、プラント監視サーバー１００ｂと携帯情報端末３０
０ｂとが通信するのは、ユーザーが現在位置を移動した場合のみである（図１４：ステッ
プＳ３２１）。よって、プラント監視サーバー１００ｂと携帯情報端末３００ｂとの通信
量を些少にし、プラント監視サーバー１００ｂの処理負担を軽減することができる。携帯
情報端末３００ｂの情報処理能力が比較的高い場合に有効な実施形態である。
【０１２９】
　（２）本実施形態２によれば、ユーザー定義情報に基づいて監視対象とする機器２００
ｂが選択されるので、ユーザーが特に監視対象としたい１以上の機器２００ｂを事前登録
しておけば、ユーザーがそれらの機器２００ｂから所定の位置関係となる度に、例えば「
近傍」を通過する度に、その機器２００ｂの監視情報が音声にて提供される。よって、ユ
ーザーは監視対象としたい機器２００ｂの位置を予め調べることなく、プラント内を任意
に歩き回るだけで、必要な監視情報を取得することが可能である。
【０１３０】
　（３）本実施形態２によれば、上記実施形態１と同様に、必要十分な監視情報が音声で
ユーザーに提供されるので、監視作業中のユーザーの視認作業や手足による確認作業を妨
げることなく、必要十分な監視情報をユーザーに知得させることが可能である。
【０１３１】
　（６．変形例）
　本発明は、上記の実施形態に限定されることなく、本発明の要旨を変更しない限度にお
いて様々な変形が可能である。例えば以下のような変形が可能である。
　（６－１）上記実施形態では、監視対象となる機器２００として流量センサ、温度セン
サ、圧力センサ等の測定機器およびバルブ、ヒーター、ポンプ、ファン等の制御機器を対
象としたが、これらに限られない。ユーザーが利用可能な情報を出力可能な装置であれば
、測定機器や制御機器の概念から外れる装置・機械を監視対象とすることが可能である。
例えば、コンピューター装置を備えた工作機械、圧延装置、印刷装置、その他任意のもの
を監視対象とすることが可能である。
【０１３２】
　（６－２）上記実施形態では、ユーザー定義情報データベース１０１に格納するユーザ
ー定義情報として、「ユーザーＩＤ］、「所属」、「職責」、「プリファランス」を例示
したが、これらに限られない。ユーザーの特徴を示す情報であれば、他の社会的、技術的
、観点的概念によってユーザーを定義する情報を適用することができる。
【０１３３】
　（６－３）上記実施形態では、機器定義情報データベース１０２に格納する機器定義情
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報として、「機器ＩＤ」、「設置位置」、「種別」、「測定制御対象」、「適正範囲」、
「単位」を例示したが、これらに限られない。機器の特徴を示す情報であれば、これら情
報に加えて、または、これら情報の一部に代えて適用することが可能である。これら情報
一部は、監視情報データベース１０８に格納される情報とも一部重複するため、重複する
情報を省略してもよい。
【０１３４】
　（６－４）上記実施形態では、監視情報データベース１０８に格納する監視情報として
、「機器ＩＤ」、「種別」、「測定制御対象」、「測定値」、「ステータス」を例示した
が、これらに限られない。機器２００が出力可能な情報であれば、これら情報に加えて、
または、これら情報の一部に代えて適用することが可能である。これら情報一部は、監視
情報データベース１０８に格納される情報とも一部重複するため、重複する情報を省略し
てもよい。
【０１３５】
　（６－５）上記実施形態１では、文章テンプレートデータベース１０７として測定機器
用の文章および制御機器用の文章を例示したが、これら文章は例示に過ぎず、当然ながら
異なる文章としてよい。文章テンプレートの数も、機器の種別や状況に応じてさらに増や
してもよい。また重要度に応じて異なる文章テンプレートを読み出して文章情報を生成す
るように構成してもよい。例えば、装置の動作状態がＮＧであるなど、緊急時に特別な注
意を喚起可能な文章を適用するようにすることができる。
【０１３６】
　（６－６）上記実施形態１における重要度定義データベース１１２に格納される設定は
例示に過ぎず、これらに限られない。重要度に応じて、どのようなユーザー定義情報や監
視情報を対応付けるのかは任意である。また重要度も「１」～「３」の３段階としたのは
例示に過ぎず、さらに多段階としてもよいし、２段階に抑えてもよい。
【０１３７】
　（６－７）上記実施形態１では、音声態様定義情報として、「声質」、「回数」、「音
量」で態様を変更するものを例示したが、これに限られない。変更することによりユーザ
ーに重要度の違いを認識させることが可能な音響要素であれば、その他のものを追加可能
である。例えば、音声再生の速度を変えたり音声に合わせて警報音、効果音等を加えたり
してもよい。
【０１３８】
　（６－８）上記実施形態２では、携帯情報端末３００ｂが機器２００ｂの位置情報を送
信し、プラント監視サーバー１００ｂが位置情報に基づき検査対象となる機器２００ｂの
タグ情報として装置識別情報およびユーザー定義情報を送信するように構成したが、これ
に限られない。携帯情報端末３００ｂにおいて必要となる情報であれば、異なる情報をプ
ラント監視サーバー１００ｂから携帯情報端末３００ｂに送信するようにしてもよい。例
えば、プラント監視サーバー１００ｂが監視対象となる機器２００ｂの過去の測定値やス
テータスを送信し、携帯情報端末３００ｂがこれら過去の測定値やステータス情報をユー
ザーに音声で提供するようにしてもよい。このように構成すれば、ユーザーは監視対象と
なる機器２００ｂの現在の測定値やステータスと過去の測定値やステータスとを比較する
ことができ、測定値の変遷やステータスの変化状態を認識することができるので、機器２
００ｂの動作状態をより的確に把握し診断することができる。
【０１３９】
　（６－９）上記実施形態２では、携帯情報端末３００ｂがユーザー識別情報および位置
情報を送信し、プラント監視サーバー１００ｂがタグ情報として装置識別情報およびユー
ザー定義情報を送信するように構成したが、これに限られない。携帯情報端末３００ｂの
情報処理能力がさらに高ければ、プラント監視サーバー１００ｂ側の処理の一部または全
部を携帯情報端末３００ｂで実施させてもよい。例えば、携帯情報端末３００ｂがユーザ
ー定義情報データベース１０１、機器定義情報データベース１０２、監視情報データベー
ス１０８に相当する情報を自ら保有したり、クラウドサーバーに保有してアクセス可能に
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構成したりしてもよい。このように構成すれば、携帯情報端末３００ｂはプラント監視サ
ーバー１００ｂを介することなく、直接機器２００ｂと通信して必要な監視情報を取得す
ることができる。
【０１４０】
　（６－１０）上記実施形態１では、プラント監視サーバー１００が文章情報（テキスト
）を生成し、携帯情報端末３００が音声合成により当該文章情報に対応する音声情報（音
声データ）を生成するように構成していたが、これに限られない。例えばプラント監視サ
ーバー１００側で音声合成により音声情報を生成して送信し、携帯情報端末３００側で当
該音声情報を発音させるように構成してもよい。このような構成によれば、携帯情報端末
３００における情報処理負荷を軽減することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１４１】
　本発明は、プラントに設置される各種機器の監視に好適であるが、このほか、携帯情報
端末を用いて機器や装置から何らかの情報を取得したい用途に適用することが可能である
。例えば、一般に「プラント」という定義が適用されない工事現場や整備場、建設現場、
さらに展示会や博覧会、各種テーマパークにおいてユーザーが携帯情報端末を用いて何ら
かの情報を現場で取得するような需要がある場合に、本発明を適用することが可能である
。
【符号の説明】
【０１４２】
１００、１００ｂ        プラント監視サーバー
１０１  ユーザー定義情報データベース
１０２  機器定義情報データベース
１０３  ユーザー定義情報取得部
１０４  位置判定部
１０４  機器特定部
１０５、１０５ｂ        情報抽出部
１０６  音声情報生成部
１０７  文章テンプレートデータベース
１０８  監視情報データベース
１０９  情報解析部
１１０  監視情報更新部
１１１  重要度決定部
１１２  重要度定義データベース
１１２  重要度定義データベース
１１３  受信部
１１４  送信部
２００、２００ｂ、２００－ｘ    機器
３００、３００ｂ        携帯情報端末
３０１  受信部
３０２  送信部
３０３、３０３ｂ        音声合成部
３０４ａ        音源データベース
３０４ｂ        音声態様特定データベース
３０５  画像生成部
３０６  音声取得部
３０７  画像取得部
３０８  位置情報取得部
３０９  操作情報取得部
３１０  メモリ
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３１１  機器通信部
３２０  ヘッドセット
３２１  スピーカー
３２２  ディスプレイ
３２３  マイクロフォン
３３１  カメラ
３３２  アンテナ
３３３  操作部
４００  上位ネットワーク
４０１  フィールド機器通信バス
４０２  通信網
５００  コントローラー
１０００、１０００ｂ    プラント監視システム

【図１】 【図２】
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